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日
本
の
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
美
術
品
の
廃
棄
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
一
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
日
本
の
在
外
公
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
美
術
品
の
う
ち
廃
棄
処
分
と
な
っ
た
美
術
品
四
十
五
点

（
以
下
、
「
廃
棄
さ
れ
た
美
術
品
四
十
五
点
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
前
回
質
問
主
意
書
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
五
日
提

出
質
問
第
四
一
八
号
）
で
の
一
と
二
な
ら
び
に
五
か
ら
九
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
の
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ
と
か
ら
、

す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
廃
棄
さ
れ
た
美
術
品
四
十
五
点
」

が
国
民
の
税
金
が
原
資
で
あ
る
公
金
で
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
廃
棄
さ
れ
た
美
術
品
四
十
五
点
」

が
ど
の
よ
う
に
廃
棄
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
国
民
の
知
る
権
利
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
と
思
料

す
る
。
関
連
書
類
の
確
認
及
び
整
理
に
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
れ
ば
答
弁
提
出
期
限
の
延
長
に
応
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

と
こ
ろ
、
あ
ら
た
め
て
右
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。


